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協賛：山梨県、甲府市、甲斐市

会員企業：（株）成心設備、西関東開発（株）、（株）ウィルマート、（株）R&C、（株）フジコー、（株）渡辺工業所、甲府市管工事協同組合

※人権移動教室の授業を受けた子供たちの感想文が、裏面にてご覧いただけます。

甲府市の「子ども未来応援条例」について（その1）

今年度の人権啓発パネル展がスタート

甲府市は、子どもの人権を守り健全な育成を推進するために行政や保護
者、地域などの役割を明文化した「甲府市子ども未来応援条例」を今年
３月３０日に施行しました。

コロナ禍の中、今年度の人権啓発パネル展が始まりました。感染防止に努め開催にご尽力いただきました関係者の皆
様、そしてパネル展に足を運んでいただいた皆様に、心より感謝申し上げます。

新型コロナウィルス感染症の影響で、人々の生活様式は変わりつつありますが、人を思い大切にする人権意識は何も変わ
りません。人のために子どものために、私どもの活動は歩みを止めるわけにはいきません。新型コロナの脅威、九州地方
の度重なる水害など、私たちは立ち向かい乗り越えていかなくてはなりませんが、それには人権意識が不可欠です。人件
啓発パネル展が、その人権意識を気づかせてくれるきっかけになればと思います。是非、足を運んで感じてください。

甲府市こども未来部総務課は、「市民や地域、事業者などと連携して、子
どもの健やかな育ちを支援していくための条例としていきたい」と述べて
います。（山日新聞・R2.1.25より）

甲府市のこの条例の特色の一つは、前文や第３条（基本理念）で、子どもの権利の尊重を明確に掲げていることです。ま
た第14条では、子どもの権利の侵害等への対応について、さらに第16条では、子どもの意見表明や社会参加の機会づく
りについて掲げています。

第３条 子どもが健やかに成長し、自立するための応援は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
⑴ 子どもの権利を尊重し、子どもの年齢及び成長過程に応じた意見に耳を傾け、子どもにとっての最善の利益について考慮すること。（以下、略）

第１４条 市は、いじめ、虐待、体罰その他身体的及び精神的な暴力の防止と早期発見に努めるとともに、子ども応援者及び関係機関と連携し、
子どもの権利の侵害からの救済に取り組むものとする。
２　市は、子どもが安心して過ごし、学び、健やかに育つよう、子どもの貧困問題に総合的に取り組むものとする。

第１６条 市は、子どもが社会の一員として自分の意見を表明し、社会に参加する機会及び仕組みを設けるものとする。
２　市は、子どもの意見表明及び社会参加を促進するため、子どもの意見を尊重し、主体的な活動を支援するものとする。（以下、略）

甲府市が子どもの権利侵害に対する救済に取り組むことや、子どもの意見を尊重する姿勢を明言したことは、評価に値する
と思います。ただし大切なのは、単に条例を制定するだけでなく、掲げた目標を着実に実行するための体制づくりではない
でしょうか。それについて、この続きは来月の山梨ブランチだよりで解説します。

パネル展
8月12日（水）～ 8月17日（月）甲府市総合市民会館

映画会
8月15日（土）甲府市総合市民会館 ・10:30～/13:30～
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甲府市立西中学校（女子） 甲府市立西中学校（女子）


